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議会運営委員会記録 

 

１．期日   令和 6 年 2 月 22 日(木)                    開会９時 00 分 

                           閉会９時 04 分 

２. 場所   第１委員会室 

 

３. 議題 

      ①一般質問の取り扱い等について 

           

４. 出席者 野地委員長、大沼副委員長、小林委員、一石委員、小笠原委員、松﨑委員、

古谷委員、根岸議長 

事務局   黒石事務局長、石原庶務課長 

      執行者側  政策総務部長、総務課長、庶務人事班長 

      傍聴議員  5 名 

      一般傍聴者 0 名 

５．経過 

議長あいさつ 

                                        

① 一般質問の取り扱い等について 

 

委員長         ただいまより議会運営委員会を開会する。一般質問の通告だ

が、皆さまのお手元に配布されている通りである。確認をお願

いする。議事日程にあるように 3 月 6 日、7 日の 2 日で一般質

問をしていただく。通告は 8 名 9 件である。通告順に質問をし

ていただき、3 月 6 日は 4 名、3 月 7 日は 4 名とさせていただ

きたいがご異議ないか。 

 （「異議なし」との声あり） 

  ご異議なしと認める。他に何かあるか。 

 

事務局長  皆様のお手元に一般質問通告書以外に議事日程１を加工し

たものをお配りした。そちらをご覧いただきたい。先の議運の

中で条例改正関係の議案について即決とさせていただいたも

のの中で、日程第 10 の議案第 4 号と日程第 11 の議案第 5 号は

改正理由が他の改正細部に係る条文の改正のみということで

同じなので、こちらは一括議題で本日取り扱いをさせていただ

ければと思う。同じく日程第 12 の議案第 6 号と日程 13 の議案

第 7 号についても改正理由が同一の上位法令の改正による引

用条文の整合を図ることのみの改正ということで同じという

ことなので、こちらも一括議題とさせていただければと思う。

それぞれ一括での質疑、一括での討論、そして採決は議案ごと

に別々で行う。日程第 9から 13までが条例関係の議案のうち、

先の議運で即決をさせていただいた。こちらの議事の進行につ
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いてだが、一番右の欄に記載されているが、最初に質疑がある

場合は忘れずに行っていただきたい。質疑が終わったら、委員

会付託について議長が皆さまに確認するので、その際、異議な

しという形にしていただいた後に討論、採決という流れになる

と思うのでご注意をよろしくお願いする。 

 

委員長  ただいまの局長の説明の通りでよろしいか。 

 （「異議なし」との声あり） 

  異議なしと認める。他に何かあるか。 

 

古谷  確認だが、一括議題になっているので、質疑が出る場合は「日

程第 10 について質疑します」もしくは「日程第 11 について質

疑する」と言うのか。 

 

事務局長  議案名でそれぞれ分けて言っていただければ分かりやすい

と思う。共通の問題なので「共通で」と冒頭で言ってもらえれ

ば分かりやすいと思う。 

 

委員長  皆さまお揃いなので、傍聴の方も含めて本会議に望んでいた

だきたいと思う。他になければ議会運営委員会を閉会する。 

 

閉会 9 時 04 分 

 


